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労働災害発生状況と
労働者の健康確保対策等の取組について











労働災害に問われる企業の責任

民事上の責任
損害賠償

社会的な責任
企業イメージの低下
存在基盤の喪失

行政上の責任
作業停止・指名停
止等の行政処分

刑事上の責任
労働安全衛生法違反
業務上過失致死傷罪
自動車運転過失致死傷罪
危険運転致死傷罪

労働災害

安全配慮義務

補償上の責任
労働基準法及び労災
保険法による補償

なぜ、企業は労働災害防止対策を講じるのか。
～昔、むかしは「ケガと弁当は自分もち」という言葉があったが・・・～



① トップの経営姿勢
安全衛生はまず、「働く人、誰一人ケガをさせない」という経
営トップの厳しい経営姿勢から活動が始まります。

② 管理者による実践
管理者となる部長、課長、係長、責任者（リーダーなど）が、
業務の中に安全衛生を一体のものとして組み込んで、率先垂
範（そっせんすいはん）して実践します。

③ 職場自主活動の活発化
一人ひとりが危ないことを危ないと気付き、自主的、自発的
に安全行動をとります。

安全衛生を先取りして、活力ある職場風土をつくる
には３つの重要な柱があります。

職場（企業）の 『安全風土・安全文化』 とは？



職場（企業）の 『安全風土・安全文化』 とは？

目先のコストダウン⇒職場改善は後回し

災害を起こした者を責める空気

企業トップ・上席者の
安全を優先する姿勢

改善に取り組む
良好なコミュニケーション

安全レベル向上
トラブル（災害）減少

能率・品質の向上
業績の向上



北海道における労働災害発生件数（全産業）
（平成２１年～平成３０年）
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死亡災害 死傷災害



死 亡 休 業 合 計 構 成 比

全 産 業 ６３（１２） ６，７７３ ６，８３６ １００．０％

製 造 業 １１ （１） １，１９１ １，２０２ １７．６％

建 設 業 １７ （３） ９４９ ９６６ １４．１％

交 通 運 輸 事 業 ０ （０） ２５０ ２５０ ３．７％

陸上貨物運送事業 １１ （４） ８２８ ８３９ １２．３％

林 業 ６ （０） ８４ ９０ １．３％

港 湾 運 送 業 ０ （０） １３ １３ ０．２％

そ の 他 １８ （５） ３，４５８ ３，４７６ ５０．８％

北海道における労働災害発生状況
（平成３０年：確定） （ ）は交通死亡労働災害



全産業における事故の型別死亡災害件数（北海道）

（平成３０年：確定）
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全産業における事故の型別死傷災害件数（北海道）

（平成３０年：確定）
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死 亡 休 業 合 計 構 成 比

全 産 業 ３４ （５） ３，１５８ ３，１９２ １００．０％

製 造 業 ３ （０） ５５６ ５５９ １７．５％

建 設 業 １０ （０） ４０９ ４１９ １３．１％

交 通 運 輸 事 業 １ （１） １２４ １２５ ３．９％

陸上貨物運送事業 ５ （２） ３９３ ３９８ １２．５％

林 業 ７ （１） ４５ ５２ １．６％

港 湾 運 送 業 ０ （０） ８ ８ ０．３％

そ の 他 ８ （１） １，６２３ １，６３１ ５１．１％

北海道における労働災害発生状況
（令和元年７月末） （ ）は交通死亡労働災害



全産業における事故の型別死亡災害件数（北海道）

（令和元年７月末）
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全産業における事故の型別死傷災害件数（北海道）

（令和元年７月末）
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近年の健康管理にかかる

労働安全衛生規則等の改正について





















情報機器作業における
労働衛生管理のためのガイドライン

令和元年７月12日 基発0712第３号



パーソナルコンピュータ等情報機器を使用して行う作業における労働衛生管理

平成14年にVDTガイドラインが発出されて以降、ハードウェア・ソフトウェア双方
の技術革新により、職場におけるIT化はますます進行しており、情報機器作業を
行う労働者の範囲はより広くなり、作業形態はより多様化しているところである。
従来のように作業を類型化してその類型別に健康確保対策の方法を画一的に
示すことは困難で、個々の事業場のそれぞれの作業形態に応じきめ細かな対策
を検討する必要がある。
このような状況を踏まえ、情報機器を使用する作業のための基本的な考え方は
維持しつつ、多様な作業形態に対応するため、事業場が個々の作業形態に応じ
て判断できるよう健康管理を行う作業区分を見直すこととした。

また、情報技術の発達への対応及び最新の学術的知見を踏まえ、情報機器
作業における労働衛生管理のためのガイドラインをまとめた。

平成14年４月５日付け基発第0405001号「VDT作業における労働衛生管理のた
めのガイドラインについて」（以下「VDTガイドライン」という。）

今後は・・・

これまでは・・・



【対象となる作業】

事務所（事務所衛生基準規則第１条第１項に規定する

事務所をいう。以下同じ。）において行われる情報機器作

業（パソコンやタブレット端末等の情報機器を使用して、

データの入力・検索・照合等、文章・画像等の作成・編集・

修正等、プログラミング、監視等を行う作業をいう。以下同

じ。）とし、「情報機器作業の作業区分」を参考に、作業の

実態を踏まえながら、産業医等の専門家の意見を聴きつ

つ、衛生委員会等で、個々の情報機器作業を区分し、作

業内容及び作業時間に応じた労働衛生管理を行うことと

する。

※本ガイドラインは、事務所において行われる情報機器作業を対象としたものであるが、ディ
スプレイを備えた当該機器を使用して、事務所以外の場所で行われる情報機器作業等に
ついても、できる限り本ガイドラインに準じて労働衛生管理を行う



作業区分 作業区分の定義 作業の例

作業時間又
は作業内容
に相当程度
拘束性があ
ると考えられ
るもの
（全ての者が
健診対象）

１日に4時間以上情報機器作
業を行う者であって、次のい
ずれかに該当するもの
・作業中は常時ディスプレイ
を注視する、又は入力装置を
操作する必要がある
・作業中、労働者の裁量で適
宜休憩を取ることや作業姿勢
を変更することが困難である

・コールセンターで相談対応
（その対応録をパソコンに入力）

・モニターによる監視・点検・保守
・パソコンを用いた校正・編集・デザイン
・プログラミング
・CAD作業
・伝票処理
・テープ起こし（音声の文書化作業）
・データ入力

上記以外の
もの
（自覚症状を
訴える者の
み健診対象）

上記以外の情報機器作業対
象者

・上記の作業で4時間未満のもの
・上記の作業で4時間以上ではあるが労働者の裁量によ
る休憩をとることができるもの
・文書作成作業
・経営等の企画・立案を行う業務
（4時間以上のものも含む。）

・主な作業として会議や講演の資料作成を行う業務
（4時間以上のものも含む。）

・経理業務（4時間以上のものも含む。）
・庶務業務（4時間以上のものも含む。）
・情報機器を使用した研究（4時間以上のものも含む。）

注：「作業の例」に掲げる例はあくまで例示であり、実際に行われている（又は行う予定の）作業内容を
踏まえ、「作業区分の定義」に基づき判断すること。

情報機器作業の作業区分



これらのリーフレット等は、
厚生労働省ホームページからダウンロードできます。











発生日 時刻 性別 年齢 職種 経験

３０年６月 ２０時台 男、女 作業者

【災害の状況】弁当、惣菜などの製造工場で、米の炊飯から冷
却までを行うライン及びその付近で労働者７名が作業を行って
いたところ体調を崩し、横になった状態で発見された。消防が
救助活動を行った際のライン付近のＣＯ濃度は５００ｐｐｍ以
上。なお、その他の６１名の労働者が病院で検査を受けたが、
異常は認められなかった。

【推定原因】落雷による瞬間停電により換気設備に不具合が発
生し、ガス炊飯器の燃焼ガスが、炊飯室及び炊飯室隣の冷却室
まで流れ込んだものと推定される。



発生日 時刻 性別 年齢 職種 経験

３１年１月 １１時台 女 ３０代 ホールスタッフ ３年

【災害の状況】被災者は、飲食店内において午前１０時頃より
店内のテーブル席がある２階で、開店前に清掃や来店準備等を
行っていたが、１１時４０分頃に体調が悪くなり病院へ搬送し
たところ、一酸化炭素中毒と診断されたもの。消防が店内の一
酸化炭素濃度を測定したところ、店舗出入口付近で20ppm、
調理場で30ppm、2階テーブル席で80ppmであった。

【推定原因】１階の厨房において、代表者が午前１０時３０分
頃から鋳物コンロ、ガステーブル、フライヤー等を使用して調
理等を行っていたが、当日は寒かったことから、換気扇を稼働
させていなかった。











発生日 時刻 性別 年齢 職種 経験

３１年７月 ９時台 男 ６０代 作業者 １０年

【災害の状況】被災者は、経年劣化したガス管の入れ替え工事
現場で、社長と共に作業に従事していた。社長が幅８０ｃｍ、
長さ１．１ｍ、深さ１．２ｍの縦穴の中で樹脂製のガス管を万
力で閉止して配管の取り換え作業中に具合が悪くなり、近くに
いた被災者が社長の救助のため穴に入ったところ、被災者も体
調不良を訴えた。社長は救助後まもなく回復したが、被災者は
意識を失い病院へ搬送された。

【推定原因】社長の送気マスクの装着状態が不完全であっため
具合が悪くなり、送気マスクを着用せずに救出のため穴に入っ
た被災者が、ＬＰガスにより置換された酸欠空気を吸い酸素欠
乏症となった。















一般健康診断の有所見率の推移



（平成３０年確定値）

全産業 建設業

全国 北海道 全国 北海道

１
血中脂質

（31.78％）
血中脂質

（37.63％）
血中脂質

（34.67％）
血中脂質

（38.67％）

２
血圧

（16.09％）
血圧

（18.44％）
肝機能

（21.60％）
肝機能

（23.58％）

３
肝機能

（15.53％）
肝機能

（16.98％）
血圧

（19.87％）
血圧

（21.39％）

４
血糖

（11.69％）
血糖

（12.87％）
血糖

（14.57％）
血糖

（16.44％）

有所見率の高い健診項目

（資料出所）厚生労働省北海道労働局「定期健康診断結果調」



脳・心臓疾患（いわゆる「過労死」）の
発症リスクの高い方

定期健康診断結果において、次の項目で異常所見のある方

・血中脂質
・血圧
・血糖
・ＢＭＩ（肥満度）



労働時間、睡眠時間と過労死の関係の目安
１．日本の労働者の平均的生活時間（総務庁、ＮＨＫ）

睡眠 7.4 食事等 5.3 仕事（拘束時間） 9 余暇
2.3

（注）１．食事等は、食事、身の回りの用事、通勤等の時間である。
２．拘束時間は、法定労働時間（8時間）に休憩時間（1時間）を加えた時間である。
３．余暇は、24時間から睡眠、食事等、仕事の各時間を差し引いた趣味、娯楽等
の時間である。

２．生活時間配分と脳・心臓疾患増加（週５日労働）

１日 24時間
拘束時間（昼休み） 1時間
通勤 1時間
食事、風呂、団欒、余暇など 4時間
基本労働時間 8時間
余り 10時間

睡眠時間 5 6 7 8
一日の残業時間 5 4 3 2
おおよその月残業時間 100 80 45 

睡眠時間、残業時間から
みた脳・心臓疾患の増加

おおよその人間として必要な
労働以外の生活時間
（合計約6時間）



睡眠時間の不足による健康障害

・ 睡眠時間が６時間未満

→狭心症や心筋梗塞の有病率が高い

・ 睡眠時間が５時間未満

→心臓疾患の発症率が高い
※睡眠時間が５時間未満の人の冠動脈性心疾患に

よる死亡率は、最も死亡率が低い7～7.9時間睡眠
の人と比べると２．０８倍



長時間（過重）労働による健康障害

• 長時間労働
↓

• 睡眠時間不足
↓

• 疲労蓄積
↓

• 脳・心臓疾患の発症（「過労死」）



健康を守ることも「よりよい仕事」の条件





STOP! 転倒災害プロジェクト

北海道冬季災害ゼロ
てんとう防止運動

北海道労働局における

「転倒災害防止」の取組み



発生日 時刻 性別 年齢 職種 経験

2８年１１月 ５時台 男 ５０代 事務員 ８年

【災害の状況】 被災者は、施設の監視委託業務中において、施設内の屋外駐車場
で転倒し、後頭部を凍結路面に打ちつけ脳挫傷により死亡したもの。（推定）
なお、被災時、ヘルメットは着用していなく、靴はスノートレーシューズを履い

ていた。

【推定原因】屋外駐車場の路面が凍結しており、滑って転倒したこと。



発生日 時刻 性別 年齢 職種 経験

2９年６月 １２時台 男 ５０代 作業者 ３年

【災害の状況】 被災者は、冷凍庫内で冷凍食品のピッキング作業中、倒れて意識
がないところを同僚に発見され、その後意識を取り戻した被災者は早退し自宅へ
戻ったが、翌日、自室で意識がない状態で発見され、救急車で病院へ搬送され治療
していたが、翌月に死亡したもの。頭部外傷による硬膜外血腫であった。

【推定原因】何らかの理由で床面に倒れ、頭部を床に強く打ちつけたものと推定。





「災害ゼロ」 から 「危険ゼロ」 へ

・労働災害を防止する特効薬はない

・労働災害の防止は、地道に、その時、その場で

物と人への対策を講じていくこと

⇒そのためには「計画」と「管理」が重要

・「安全と健康はあるものではなく、作るもの」

・「安全と健康は守るものではなく、育てるもの」

という視点を持ちつづけたい

「ま と め 」 と し て


